
独立行政法人農林漁業信用基金の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について
1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成21年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　 　独立行政法人農林漁業信用基金役員給与規程第8条第3項において、役員の期末特別手当の額は、その者の

　職務実績に応じ、これを増額し、又は減額することができる旨規定している。当信用基金の業務の実績及び役員の

　業績を踏まえ、平成21年度における役員の期末特別手当については、増額又は減額を行うことなく役員給与規程

　で定める支給割合どおりの支給を行った。

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長 1.本俸月額を0.3％減額（国の指定職に準じて減額。また現給保障の金額についても準じて0.32％減額）

2.期末特別手当の引き下げ年間4.5月→4.15月(△0.35月)

　　6月期　2.15月→1.95月(△0.2月) 　 12月期　2.35月→2.2月(△0.15月)

   21年度は引下げ改定のため遡及改定は未実施。しかしながら国家公務員との均衡が図られるよう１２

月期の期末特別手当で4月から実施日の属する月の前月までの月例給及び6月期の特別給に係る較差

相当分の額を減額調整。

理事 　　　　　　　　同上

監事 　　　　　　　　同上

２　役員の報酬等の支給状況

平成21年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

20,149 13,018 5,343
1,614

173
(特別調整手当）
(　通 勤 手 当 ）

千円 千円 千円 千円

17,088 11,104 4,559 1,376
48

(特別調整手当）
(　通 勤 手 当 ）

千円 千円 千円 千円

14,213 8,456 4,625 1,048
82

(特別調整手当）
(　通 勤 手 当 ）

千円 千円 千円 千円

2,980 2,622 -            325
33

(特別調整手当）
(　通 勤 手 当 ）

千円 千円 千円 千円

5,614 3,296 1,910 408
-

(特別調整手当）
(　通 勤 手 当 ）

千円 千円 千円 千円

10,473 7,189 2,146 891
246

(特別調整手当）
(　通 勤 手 当 ）

千円 千円 千円 千円

6,763 4,120 1,910 510
222

(特別調整手当）
(　通 勤 手 当 ）

千円 千円 千円 千円

8,843 5,760 2,146 714
223

(特別調整手当）
(　通 勤 手 当 ）

千円 千円 千円 千円

12,419 7,414 4,056 919
30

(特別調整手当）
(　通 勤 手 当 ）

千円 千円 千円 千円

2,980 2,622 -            325
33

(特別調整手当）
(　通 勤 手 当 ）

千円 千円 千円 千円

13,084 8,001 4,056 992
35

(特別調整手当）
(　通 勤 手 当 ）

千円 千円 千円 千円

4,876 2,824 1,636 350
65

(特別調整手当）
(　通 勤 手 当 ）

千円 千円 千円 千円

6,350 4,584 1,106 568
91

(特別調整手当）
(　通 勤 手 当 ）

千円 千円 千円 千円

1,226 1,056 -            130
39

(特別調整手当）
(　通 勤 手 当 ）

千円 千円 千円 千円

6,940 4,554 1,759 564
62

(特別調整手当）
(　通 勤 手 当 ）

千円 千円 千円 千円

5,422 4,228 553 524
116

(特別調整手当）
(　通 勤 手 当 ）

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入している。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付している。
　　 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　　 独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。
注３：千円未満切り捨てのため、支給総額と各内容の合計額が一致しない場合がある。
注４：「特別調整手当」とは、東京特別区に勤務する役員に支給される手当である。

３　役員の退職手当の支給状況（平成21年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

千円 年 月

千円 年 月

　　注１：「摘要」欄には、独立行政法人評価委員会による業績の評価等、退職手当支給額の決定に至った事由を記入する。注１：「摘要」欄には、独立行政法人評価委員会による業績の評価等、退職手当支給額の決定に至った事由を記入している。

　　注２：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。注２：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付している。

　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後独立行政法人等の
　　退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

9月30日

10月1日

1月21日

◇

◇

◇

◇

※

12月31日

1月1日

7月13日

7月14日

8月31日

9月1日

該当者なし

該当者なし

該当者なし

＊

＊

＊

＊

＊※

◇

12月31日

監事

Ｊ理事

摘　　要

Ｂ監事

Ｅ監事

Ｂ総括理事

Ｅ総括理事

Ｆ理事

Ｉ理事

Ｃ総括理事

Ｄ監事

Ｃ監事

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

法人での在職期間

理事長

Ｄ総括理事

1月1日

7月31日

Ｇ理事

Ｈ理事

前職

Ａ副理事長

理事長

理事

Ａ監事

2月14日8月1日

2月15日
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　　人件費（退職手当及び法定福利費を除く。また、人事院勧告を踏まえた給与改訂部分を
　除く。）については、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律
　（平成18年法律第47号)に基づき、国家公務員に準じた人件費削減に取り組み、平成18年
　度以降5年間において、5％以上の削減を行うとともに、国家公務員の給与構造改革を踏ま
　え、役職員の給与について必要な見直しを進める。さらに、「経済財政運営と構造改革に関
　する基本方針2006」(平成18年7月7日閣議決定）に基づき、国家公務員の改革を踏まえ、
　人件費改革を平成23年度まで継続する。
　給与水準については、平成18年度の地域・学歴を勘案した国家公務員との比較指標（法
　人基準年齢階層ラスパイレス指数）104.6について、中期目標期間の終了時(平成24年度)
　までに100まで低下させる。

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　　国家公務員に対する人事院勧告に準じた改定を基礎とするものの、国家公務員との較差
　の縮小を念頭においた改正

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方
　　勤勉評定実施規程及び勤勉手当支給基準により、職員の勤務成績に応じて、昇給や勤勉
 手当の決定を行っている。

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成21年度における給与制度の主な改正点
　本俸
　　・国と基本的に同率の引下げ(平均改定率0.2％)としたが、初任給を中心に若年層(6等級
　　～5等級の一部）は引下げを未実施。
　　・管理職層である2等級以上は平均を0.1％上回る引下げ。
　諸手当
　　・住居手当：自宅に係る住居手当（新築・購入後5年に限り支給、月額2，500円）を廃止。
　　・特別給：年間支給月数を国家公務員の年間支給割合と見合うよう、0.35月分引下げ
　　（4.475月→4.125月）
　　・本府省業務調整手当：導入を見送り。
　　・特別都市手当：国の場合、地域手当を16/100→17/100に引上げたが、当信用基金は
　　地域・学歴を勘案した国家公務員との比較指標を低下させるため特別都市手当（6.4/100）
　　の引上げを凍結

２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

88 44.9 7,967 5,889 188 2,078
人 歳 千円 千円 千円 千円

88 44.9 7,967 5,889 188 2,078

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。
注２：常勤職員のうち医療職種、教育職種、研究職種については、該当者がいないため欄を省略した。

注３：在外職員、任期付職員、再任用職員、非常勤職員については、該当者がいないため表を省略した。

常勤職員

うち所定内人員

事務・技術

　① 人件費管理の基本方針

給与種目

給与：

制度の内容

賞与：勤勉手当
（査定分）

　勤務成績に応じ昇給区分(5区分)を決定のうえ昇給させる。

　基準日以前6箇月以内の期間における勤務成績に応じて支給する。

うち賞与平均年齢
平成21年度の年間給与額（平均）

総額
区分
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②

注１：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

11 56.8 11,022 11,387 11,948

20 50.8 9,209 9,826 10,301

43 43.5 6,094 6,988 7,986

14 31.7 3,992 4,449 4,976

③

区分 計 ６等級 ５等級 ４等級 ３等級 ２等級 １等級

標準的
な職位

人 人 人 人 人 人 人

88 0 8 27 22 20 11
（割合） （　　0.0%） （　 9.1%） （　30.7%） （　 25.0%） （　 22.7%） （　 12.5%）

歳 歳 歳 歳 歳 歳

－ 32～２７ ４６～３０ ５９～４１ ５９～３９ ５９～５０

千円 千円 千円 千円 千円 千円

－
3,549～
2,722

5,495～
3,156

7,001～
5,113

8,219～
5,525

8,612～
7,267

千円 千円 千円 千円 千円 千円

－
4,612～
3,648

7,414～
4,271

9,482～
6,939

11,239～
7,426

12,070～
10,132

④

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

57.2 57.1 57.1

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 42.8 42.9 42.9

％ ％ ％

         最高～最低 46.2～35.1 46.0～30.0 44.6～33.2

％ ％ ％

64.7 68.2 66.6

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.3 31.8 33.4

％ ％ ％

         最高～最低 40.0～33.3 36.7～29.8 36.0～31.4

平均年齢

 職級別在職状況等（平成22年４月１日現在）（事務・技術職員）

管理
職員

係員 課長補佐 専門役

人員

年間給与の分布状況（事務・技術職員）〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、

⑤まで同じ。〕

分布状況を示すグループ

部長課長

注２：24～27歳の該当者は１名のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、平均給与額につい

　　ては表示していない。また、第１・第３四分位についても表示していない。

係員

係　　　員

課　　　長

課長補佐

平均

一律支給分（期末相当）

区分

一般
職員

人員

一律支給分（期末相当）

所定内給
与年額(最
高～最低)

年齢（最高
～最低）

賞与（平成21年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

部　　　長

年間給与
額(最高～

最低)

0

50

100

150

200

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

16,000 

２０－２３

歳

２４－２７

歳

２８－３１

歳

３２－３５

歳

３６－３９

歳

４０－４３

歳

４４－４７

歳

４８－５１

歳

５２－５５

歳

５６－５９

歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与

額

年間給与の分布状況（事務・技術職

千円

人
千円
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⑤

113.7

107.1

すべての独立行政法人を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給与水準を１００

対他法人（事務・技術職員）

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他法人」においては、

　　として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出

対国家公務員（行政職（一））

職員と国家公務員及び他の独立行政法人との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員)
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給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

参考

１．職員全員が東京特別区の勤務であるため、国家公務員の場合と同様に

　物価等も踏まえて、主に民間賃金が高い地域に在職する職員に支払われ

　る手当（特別都市手当）の支給割合が高くなっている。

　（参考）国家公務員（行一）27.0％（平成21年国家公務員給与等実態調査

　より、支給区分1級地の人員構成比）

２．各都道府県に設置されている基金協会が行う農業者等に対する債務保証

　に対する保険等の業務を行っており、保険や金融に関する専門性の高い

　業務を行っていることから、高学歴（大卒）の職員の割合が高いこと。

　（参考）国家公務員（行一）50.0％

　　　 　　信用基金　　　　　  72.6％

　これらを考慮した「地域・学歴を勘案した国家公務員との比較指標（法人

　基準年齢階層ラスパイレス指数）は、97.3である。

支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　8.3％

（国からの財政支出額　19,522,298千円、支出予算の総額

235,597,558千円：平成21年度予算）

給与水準については、平成18年度の地域・学歴を勘案した国家公務員との比

較指標（法人基準年齢階層ラスパイレス指数）104.6について、中期目標期間

の終了時（平成24年度）までに100まで低下させることとしている。平成21年度

における同指数は97.3で、平成18年度と比して7.3ポイント改善している。

【累積欠損額について】

１．平成22年度に見込まれる国家公務員との比較指標

　年齢勘案 111.9

　年齢・地域・学歴勘案 97.3

２．具体的な改善策

①　特別都市手当（国の地域手当に相当）を抑制

　　国の地域手当は平成18年度以降5年間で6％引き上げられたが、信用基

　　金は地域・学歴を勘案した国家公務員との比較指標（法人基準年齢階層

　　ラスパイレス指数）が100に到達するまでは0.4％の引上げに留め、国と比

　　し5.6％抑制する。

　　【これまでの抑制状況】

　　　　　　　　　　　（18.3.31現在）　　　（22.4.1現在）

　　　国（東京特別区）　　12％　　→　　18％（＋6％）

　　　信用基金　　　　　     6％　　→     6.4％（＋0.4％に抑制）

②　業務体制の見直し、非管理職のスタッフ職の導入などにより、現在4割

　　の管理職割合を中期目標期間の終了時（平成24年度）までに3割まで

　　引き下げし、職務手当（国の管理職手当に相当）の支給額を削減させる。

　　【管理職割合の引下げ目標】

　　　　　　　19年度：4割　→　24年度：3割に引下げ（2割削減）

　　　　　　　22.4.1現在管理職割合　38.9％

③　昇任、昇格の運用改正

　　従来と比較して、平成20年4月1日から1～2年遅らせることとした。

３．給与水準是正の目標水準及び具体的措置

　　給与水準については、平成18年度の地域・学歴を勘案した国家公務員

　　との比較指数（法人基準年齢階層ラスパイレス指数）104.6について、中

　　期目標期間の終了時（平成24年度）までに100まで低下させる（中期目標

　　及び中期計画に明記）。

１．支出総額に占める給与、報酬等支出総額の割合　1.3％

（支出総額　82,025,382千円　給与、報酬等支出総額　1,040,033千円）

２．管理職の割合

　　　　　38.9％　　　　　（平成22年4月1日現在の管理職の割合）

３．大卒以上の高学歴者の割合

　　　　　72.6％　　　　　（平成22年4月1日現在の高学歴者の割合）

内容項目

その他

対国家公務員　　１１３．７

地域勘案　　　　　　　９９．３

地域・学歴勘案　　　９７．３

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

指数の状況

講ずる措置

学歴勘案　　　　　　１１１．０

　給与水準の適切性の
　検証

【国からの財政支出について】

【検証結果】

累積欠損額 0円（平成20年度決算）
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Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成21年度）

前年度
（平成20年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項
１．給与、報酬等支給総額及び最広義人件費の増減要因

　給与、報酬等支給総額については、対前年度比△3.1％、最広義人件費については、対前年度

　比0.6％増となった。増減額要因については、次のとおり。

　①　国家公務員に対する人事院勧告に準じた給与改定を基礎とするものの、国家公務員との較差

　　縮小を念頭において改正した。

　②　特別都市手当（国の地域手当に相当）の引上げ（国は1.0％）を凍結した。

　③　国家公務員に導入された本府省業務調整手当について導入を見送った。

　④　職務手当（国の管理職手当に相当）について、国と同様に率から定額化に移行する際、一部の

　　役職について国以上に低率で定額化を行い、更に、平成20年1月からは専門役以上の職務手当

　　額を引き下げた。

　⑤　最広義人件費が増加したのは、21年度退職者数の増に伴う退職手当支給額の増加のため。

２．「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律第47号）

　　及び「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）による人件費削減の取組の状況

　①　主務大臣が中期目標において示した人件費削減の取組

　　人件費（退職手当及び法定福利費を除く。また、人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除く。）に

　　ついては、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律（平成18年法律

　　第47号）に基づき、平成18年度以降5年間において国家公務員に準じた人件費削減を行うとともに、

　　国家公務員の給与構造改革を踏まえ、給与体系の見直しを行う。更に、「経済財政運営と構造改革

　　に関する基本方針2006」（平成18年7月7日閣議決定）に基づき、国家公務員の改革を踏まえ、人件

　　費改革を平成23年度まで継続する。

　②　中期計画において設定した給与水準の削減目標

　　人件費（退職手当及び法定福利費を除く。また、人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除く。）に

　　ついては、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律（平成18年法律

　　第47号）に基づき、国家公務員に準じた人件費削減に取り組み、平成18年度以降5年間において、

　　5％以上の削減を行うとともに、国家公務員の給与構造改革を踏まえ、役職員の給与について必要

　　な見直しを進める。更に、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」（平成18年7月7日閣

　　議決定）に基づき、国家公務員の改革を踏まえ、人件費改革を平成23年度まで継続する。

基準年度
（平成17
年度）

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

平成21
年度

1,211,881 1,177,348 1,114,344 1,072,857 1,040,033

△ 2.8 △ 8.0 △ 11.5 △ 14.2

△ 2.8 △ 8.7 △ 12.2 △ 12.5

注1：基準年度（平成17年度）の「給与、報酬等支給額」と平成17年度の付属明細書の「役員及び職員の給与明細」

　　については、次の理由により一致しない。

　　・基準年度（平成17年度）の「給与、報酬等支給総額」は決算報告書の数字であるため、賞与引当金繰入が含ま

　　れているが、付属明細書は損益計算書の数字であるため、賞与引当金繰入は別科目で計上されている。

注2：「人件費削減率（補正値）」とは、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）による人事院勧告を踏

　　まえた官民の給与較差に基づく給与改定部分を除いた削減率である。

Ⅳ 法人が必要と認める事項
特になし

（　△3.1）（　△3.1）

（　△5.8）

（　△1.9）

中期目標期間開始時（平
成20年度）からの増△減

177,926

△ 453

区　　分

（　 85.7）

比較増△減

人件費削減率（補正値）
（％）

年　　　度

退職手当支給額

人件費削減率
（％）

7,369

△ 10,306

給与、報酬等支給総額
（千円）

（人件費削減の場合）　　　　　　　総人件費改革の取組状況

給与、報酬等支給総額

最広義人件費
1,334,561

（　△1.9）

50,95159,423

非常勤役職員等給与

1,040,033 △ 32,824

福利厚生費

24,353

（　　 0.6）

50,951

23,900

1,341,930 7,369 （　　 0.6）

△ 32,824

△ 10,306

（　 85.7）

（　△5.8）167,620

110,374

1,072,857

△ 453
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